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熊 保 育 発 第 号

日

熊　谷　市　長　　　氏　　　名

申込みのあった児童クラブへの入室については、下記のとおり保留となりましたので

通知します。

※勤務状況や家族構成など、申請いただいた内容に変更がある場合は、お手数ですが下記の児童ク

ラブに御連絡ください。

記

児　　 童 　　氏 　　名

入室希望児童クラブ名 児童クラブ

※入室を希望する児童クラブを複数御記入いただいた場合、記入いただいた全ての児童クラブを対象

に審査を行いました。上記の児童クラブ保留者名簿に登録されます。

保 留 と な っ た 理 由

※今後、入室児童の変動等により入室が可能となりましたら、改めてお知らせいたします。

日

備考

１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、熊谷市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この決定
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　があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

２　この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月

　以内に、熊谷市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において熊谷市を代表する者は、熊谷市長です。ただし、この決定があったことを知った日（審

　査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

　請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

月

様
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